
　古来より、建築行為には、「設計」と「施工」
という行為が必須である。ここで言う「設計」
は、独立した業務かどうかは関係なく、設計図面
の有無も関係ない。工事を実施する前に、工事の
対象となる建築物を予め思い描く必要があるが、
当該想定そのものを意味している。また、工事を
実施することは、設計によって思い描かれた建築
物を実際に作り上げていく作業であり、設計とは
全く別の行為であることも明らかである。かつ
て、設計と施工を一人の大工棟梁が行っていた時
代もあったが、今日では多くの場合、専門の会社
がそれぞれの役割を担っている。したがって、た
とえ設計と施工を一括して引き受ける場合（いわ
ゆる設計・施工一括受注）であっても、設計と施
工という異なる役割が存在し、それぞれの役割を
同一人が果たしていることに変わりはない点に留
意する必要がある（同一人が両役割を担うことに
よって期待できる効果については、ここでは触れ
ない）。
　では、建築工事において発注者には何の役割も
ないのだろうか。発注者が直接、設計や施工する
場合もないわけではないが、ここでは、設計者と
施工者が別々に存在する場合について考察する。
設計者と施工者が別々に存在する場合、設計や施
工に発注者が直接関与することはないが、発注者
が何もしなくても設計と施工が十分機能し得ると
は考えられない。
　すなわち、設計者や施工者は、自ら勝手に名乗
りを挙げて当該地位に就くわけではなく、それぞ

れの地位に就くためには、発注者との「契約」が
必要である。国民同士の法律関係、すなわち、私
法の世界では「契約」は、誰を相手にしようが、
どんな内容であろうが、どんな方式であろうが、
原則として自由である（これを「契約自由の原
則」という）。したがって、発注者は、誰を設計
者にするか、誰を施工者にするかを決める権限を
有している。これについては、公共建築工事の場
合でも、選定が公平かつ適正になるよう、一定の
ルールがあるため選定権限はかなり制限されてい
るものの、発注者との「契約」というプロセスを
経なければ、設計者や施工者の地位には就けない
という点では民間工事と同じである。つまり、発
注者には、建築生産の必須作業である設計と施工
に関する「契約」の当事者としての役割がある。
　この契約の当事者としての役割は重要である。
設計者と施工者を誰にするかを選ぶ権限だけでは
なく、発注者として希望する建築物の内容があれ
ば、それを設計契約の内容にし、かつ施工契約の
内容にすることで、思いどおりの建築物を作り上
げることができるからである。
　よく建築物の品質が問題になるが、品質につい
ては、発注者の意向が大きな影響力を持つ。例え
ば、契約の当事者として、要求品質を建築工事に
ストレートに反映させる極めて有効な手段として
発注条件があるが、設計者は発注条件に拘束さ
れ、施工者は発注条件に拘束された設計図書に拘
束される。すなわち、施工は設計図書どおりの建
物を完成させるため、設計図書に記載されている
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品質を超える品質を実現することはできない。ま
た、設計上の品質は、発注者の要求により決ま
る。したがって、設計者や施工者がたとえどんな
に優れた技術力を有していても、発注者が定めた
発注条件以上の品質を実現することはできないの
である。
　もっと言えば、発注者として特別な要求があっ
たとしても、発注条件に示されていなければ、設
計図書ひいては施工に反映されない。つまり、発
注条件こそ、発注者の意図を実現する最大のツー
ルであり、このツールをいかに適切に使用するか
が、公共建築工事において重要であるが、そのた
めには、発注者としての技術的力量が求められ
る。例えば、いくら高品質を要求したところで、
それに到底見合わない予算で発注しようとすれ
ば、真面目な者は見送るであろうし、手抜きなど
を考える者が応じたとしても高品質の実現は期待
できない。つまり、建築物の品質を確保するため
には、発注者において品質、コスト、その他の要
求内容など建築生産における諸条件の関係性にど
れだけ思いが馳せられるかが重要である。特に国
民の税金を使う公共建築工事では、発注者におい
て、こうしたことを理解する必要性は高いと考え
られる。また、設計や施工が専門家に委ねられて
いる今日の状況下においては、発注者「側」も専
門家と対等に会話ができる技術的力量が求められ
ることにも留意する必要がある（なお、発注者
「側」の技術的力量確保の手段としては、インハ
ウスのほか、コンストラクション・マネージャー
（CMr）の活用などもあるが、詳細は別の機会に
譲る）。
　公共建築工事における発注者としての技術的力
量の重要性については、未だ国民の理解が得られ
ていない感があることは、大変残念である。
　例えば、支持地盤の位置（深さ）にかなりの高
低差があるような敷地の場合、数ヵ所（例えば３
～４ヵ所）だけ調査した結果を発注条件にするこ
とは、それなりのリスクを伴う。設計者として
は、当該調査結果から各杭の位置の支持地盤の深

さを推定するしかないが、PC基礎杭を設計する
場合には、実際の施工において、PC基礎杭が万
一支持地盤に届かない場合の対応策や工期の延
長、コスト増なども念頭に置く必要がある。
　この点、数ヵ所の地質調査結果を示しつつ、施
工者に対し、「必要に応じて適宜地質調査をする」
ことを要求する方法は、合理的な建築生産システ
ムという観点からすると適切とは言い難い。安全
策をとり、予備費を多めに計上する手堅い施工者
より、予備費を全く計上しないリスキーな選択を
する施工者の方が低コストになり、落札しやすい
ことは自明だからである。地質状態は目に見えな
いため、その調査を競争の対象にするとリスク合
戦になってしまい、およそ合理的な競争とは言い
難い状況になる。そもそも、地質の状態は応札者
の技術的力量の違いによって差が生じるものでは
ない。したがって、発注者としては、地質調査を
専門の地質調査会社に依頼して行わせ（支持地盤
の深さにかなりのばらつきが予想される場合に
は、杭基礎１本１本の場所毎にボーリング調査を
行うことすら合理性があるかもしれない）、その
結果を応札者に一律に示す方が合理的であろう。
また、設計図書に示される建築物の各部位、各工
事項目毎の「数量」も、基本的には客観的に定
まっているため、応札者全員が個々に数量を拾う
ことは、社会コストとしてかなりの無駄を伴う
し、数量を過小に見積もった者が落札に有利にな
るという不合理性すら生じる。
　このように、発注条件のあり様は、入札のあり
方や建築生産の進め方に多大な影響を与えると
言っても過言ではない。
　いずれにしても、発注者は目立つプレーヤーで
はないが、契約当事者として建築工事に関する大
きな権限を有し、建築生産における言わば司令塔
としての重要な役割を担っていること、そのため
には発注者としての技術的力量が求められること
を国民に知ってもらうことが、真に国民のための
建築工事となるための第一歩ではないだろうか。
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